
 公有財産規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 19 年１月 23 日 

 

岩手県知事 増 田 寛 也  

岩手県規則第３号 

   公有財産規則の一部を改正する規則 

 公有財産規則（昭和 39 年岩手県規則第 40 号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ （登録価格） 

第 11 条 財産台帳、財産管理簿及び財産管理副簿（以下「台

帳」という。）に登録すべき価格は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(１)～(４) ［略］ 

(５) 法第 238 条第１項第６号に掲げる財産 額面金

額（無額面額株式にあっては発行価格） 

 

(６) ［略］ 

(７) 不動産の信託の受益権 信託財産の評価額 

（登録価格） 

第 11 条 財産台帳、財産管理簿及び財産管理副簿（以下「台

帳」という。）に登録すべき価格は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(１)～(４) ［略］ 

(５) 法第 238 条第１項第６号に掲げる財産 額面金

額（株式にあっては払込金額、社債にあっては当該

社債の金額） 

(６) ［略］ 

(７) 財産の信託の受益権 信託財産の評価額 

 （特定の事業の用に供する財産等の取扱い） 

第34条 道路、海岸、港湾、漁港、下水道、急傾斜地崩壊対

策、土地改良、畜産経営環境整備及び道路交通の用に供し、

又は供することと決定した財産、租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）第34条の２第２項第２号に規定する収用の

対償に充てるため取得した財産、独立行政法人緑資源機構

法（平成14年法律第130号）附則第８条第１項の規定による

譲渡しを受けた財産等に係る合議及び財産台帳その他の事

務の取扱いについては、総務部長が当該事務の主管部局長

と協議して別に定める。 

（特定の事業の用に供する財産等の取扱い） 

第34条 道路、海岸、港湾、漁港、下水道、急傾斜地崩壊対

策、土地改良、畜産経営環境整備及び道路交通の用に供し、

又は供することと決定した財産、租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）第34条の２第２項第２号に規定する収用の

対償に充てるため取得した財産、公共補償（公共事業の施

行によりその機能を廃止し、又は休止することが必要とな

る当該公共事業の起業地内の公共施設等に対する補償をい

う。）に充てるため取得した財産、独立行政法人緑資源機構

法（平成14年法律第130号）附則第８条第１項の規定による

譲渡しを受けた財産等に係る合議及び財産台帳その他の事

務の取扱いについては、総務部長が当該事務の主管部局長

と協議して別に定める。 

 別表第１（第10条関係） 

種 別 細 目 数量単位 摘 要 

 ［略］ 

不動産 

の信託 

の受益 

権 

不動産の信託の 

受益権 

件  

別表第２（第13条関係） 

公有財産増減理由用語表 

区 分 増 加 減 少 摘 要 

 ［略］ 

不動産 

の信託 

の受益 

権 

 ［略］ 

 

別表第１（第10条関係） 

種 別 細 目 数量単位 摘 要 

 ［略］ 

不動産の信託の 

受益権 

件 財産の

信託の

受益権 国債等の信託の 

受益権 

件 

 

別表第２（第13条関係） 

公有財産増減理由用語表 

区 分 増 加 減 少 摘 要 

 ［略］ 

財産の

信託の

受益権  ［略］ 

 



 様式第１号（第４条、第９条関係） 

財産台帳（財産管理簿、財産管理副簿） 

財産総括表（分掌課等・口座別） 

 ［略］ 

種 別 単 位

［略］ 

有 価 証 券

その他 

［略］ 

［略］

不動産の信託の受益権 

件 

合 計  

［略］ 

［略］ 

財産台帳（財産管理簿、財産管理副簿）（不動産の

信託の受益権） 

［略］  

種 別 所在地番 細目 構造 単位 数量

  

  

  

  

  

  

信

託

し

て

い

る

不

動

産 

  

 ［略］ 

 ［略］ 

備考１・２ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

様式第１号（第４条、第９条関係） 

財産台帳（財産管理簿、財産管理副簿） 

財産総括表（分掌課等・口座別） 

 ［略］ 

種 別 単 位 

［略］ 

有価証券

その他 

［略］ 

［略］ 

不動産 件 財産の信

託の受益

権 国債等 件 

合 計  

［略］ 

［略］ 

財産台帳（財産管理簿、財産管理副簿）（財産の信

託の受益権） 

［略］ 

種 別
所在地番 

又は名称 
細目 構造 単位 数量

  

  

  

  

  

  

信

託

し

て

い

る

財

産

  

 ［略］ 

［略］ 

備考１・２ ［略］ 

  ３ 「所在地番又は名称」の欄には、不動産の信託の

受益権にあっては当該不動産の所在地番を、国債等

の信託の受益権にあっては当該国債等の名称を記載

してください。  

４ 国債等の信託の受益権については、「構造」の欄

への記載は、不要です。 

 ［略］ 



 様式第２号（第６条関係） 

［略］ 

財産取得調書（不動産の信託の受益権） 

 ［略］ 

不動産信託明細書 

種別 所管部局 分掌課等 

口座 整理番号 

種別  

所在地番 

細目 構造 数量   単位 

種別  

所在地番 

細目 構造 数量   単位 

種別  

所在地番 

細目 構造 数量   単位 

種別  

所在地番 

細目 構造 数量   単位 

種別  

所在地番 

細目 構造 数量   単位 

種別 

所在地番 

細目 構造 数量   単位 

 

 

 

 

 

 

 ［略］  

様式第２号（第６条関係） 

［略］ 

財産取得調書（財産の信託の受益権） 

 ［略］ 

財産信託明細書 

種別 所管部局 分掌課等 

口座 整理番号 

種別  

所在地番又は名称 

細目 構造 数量   単位 

種別  

所在地番又は名称 

細目 構造 数量   単位 

種別  

所在地番又は名称 

細目 構造 数量   単位 

種別  

所在地番又は名称 

細目 構造 数量   単位 

種別  

所在地番又は名称 

細目 構造 数量   単位 

種別 

所在地番又は名称 

細目 構造 数量   単位 

 備考１ 「所在地番又は名称」の欄には、不動産の信託の

受益権にあっては当該不動産の所在地番を、国債

等の信託の受益権にあっては当該国債等の名称を

記載してください。 

 ２ 国債等の信託の受益権については、「構造」の

欄への記載は、不要です。 

 ［略］  



２ （行政財産の使用許可等） 

第22条 ［略］ 

２ 第16条から第20条までの規定は、行政財産である土地を

貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合について準用

する。 

（行政財産の使用許可等） 

第22条 ［略］ 

２ 第16条から第20条までの規定は、行政財産を貸し付け、

又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について

準用する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、表２の項の改正部分は、地方自治法の一部を改正する法律（平成 18 年法律第

53 号）附則第１条第２号に掲げる規定（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の２第２項及び第 238 条の４の改正規

定に限る。）の施行の日から施行する。 

２ この規則による改正後の公有財産規則第 11 条第５号の規定は、この規則の施行の日以後に取得する株式又は社債の登録価格

について適用し、同日前に取得した株式又は社債の登録価格については、なお従前の例による。 
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